
令和４年度尼崎市グリーンビークル普及促進対策費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、地球温暖化問題及び大気汚染の対策として、環境負荷の低減に寄与

するグリーンビークルの普及促進を図るため、尼崎市グリーンビークル普及対策費補助

金の交付手続き等について必要な事項を定める。 

 

（補助対象事業等） 

第２条 補助対象事業及び補助金の額等に関しては、別表１及び２に掲げるとおりとする。 

２ 市長は、この要綱に基づき、予算の範囲内において、補助対象事業者に対して補助対象

事業に要する経費（以下「補助対象経費」という。）の一部を補助するものとする。 

 

（用語の定義） 

第３条 この要綱における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとする。 

⑴ 「グリーンビークル」とは、天然ガス自動車、ハイブリッド自動車、電気自動車及び

燃料電池自動車をいう。 

⑵ 「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）

第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 

⑶ 「一般貨物自動車運送事業者」とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）

第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業を経営する者をいう。 

⑷ 「第二種貨物利用運送事業者」とは、貨物利用運送事業法（平成元年法律第８２号）

第２条第８項に規定する第二種貨物利用運送事業を経営する者をいう。 

⑸ 「リース事業者」とは、借受人を自動車の使用者として自家用自動車又は事業用自動

車の貸渡しを業とする者をいう。 

⑹ 「天然ガス自動車」とは、内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車で当

該自動車に係る道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第５８条に規定する自動

車検査証（以下「自動車検査証」という。）に当該自動車の燃料が可燃性天然ガスであ

ることが記載されているものをいう。 

⑺ 「天然ガストラック」とは、天然ガス自動車であって、貨物自動車運送事業の用に供

する自動車をいう。 

⑻ 「天然ガスバス」とは、天然ガス自動車であって、旅客自動車運送事業の用に供する

乗車定員１１人以上の自動車をいう。 

⑼ 「ハイブリッド自動車」とは、内燃機関を有する自動車で併せて電気又は蓄圧器に蓄

えられた圧力を動力源として用いるものであり、かつ、当該自動車に係る自動車検査証

に当該自動車がハイブリッド自動車であることが記載されているものをいう。 

⑽ 「優良ハイブリッドトラック」とは、ハイブリッド自動車であって､貨物自動車運送

事業の用に供する自動車（ただし、内燃機関に軽油を用いる自動車のうち車両総重量が

３.５トンより大きいものにあっては、「貨物自動車のエネルギー消費性能の向上に関

するエネルギー消費機器製造事業者等の判断の基準等（平成２７年１０月１日経済産

業省・国土交通省告示第１号）」で定められた基準エネルギー消費効率を満たす自動車



であり、かつ、道路運送車両法第４１条の規定により平成２８年１０月１日以降に適用

されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上又は公害防止その他環

境保全上の技術基準（以下「平成２８年排出ガス基準」という。）に適合する自動車）

をいう。 

⑾ 「優良ハイブリッドバス」とは、ハイブリッド自動車であって、旅客自動車運送事業

の用に供する乗車定員１１人以上の自動車（ただし、内燃機関に軽油を用いる自動車の

うち車両総重量が３.５トンより大きいものにあっては、「乗用自動車のエネルギー消

費性能の向上に関するエネルギー消費機器製造事業者等の判断の基準等（平成２５年

３月１日経済産業省・国土交通省告示第２号）」で定められた基準エネルギー消費効率

を満たす自動車であり、かつ、平成２８年排出ガス基準に適合する自動車）をいう。 

⑿ 「電気自動車」とは、電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電す

る機能を備えている自動車（自動車車検証に当該自動車がプラグインハイブリッド自

動車であることが記載されているものを除く。）をいう。 

 ⒀ 「燃料電池自動車」とは、電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を水素と酸素

を化学反応させて作る自動車をいう。 

⒁ 「補助対象事業完了の日」とは、補助対象事業に係る車両の登録を終了した日をいう。 

 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者（以下「申請者」という。）は、令

和５年１月末日（当該日が行政機関の休日に関する法律（昭和６３年法律第９１号）に規

定する行政機関の休日（以下「休日」という。）に当たる場合はその前日）までに、補助

金交付申請書（様式第１号）を市長へ提出しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、申請者であって、令和４年４月１日から令和４年１２月末日

までの間に、グリーンビークルの新車新規登録をしたもの、又は使用過程車の天然ガスト

ラック若しくは天然ガスバスへの改造を行い自動車検査証の交付を受けたものは、補助

対象事業完了の日（当該日が令和４年４月１日から令和４年６月１２日までの間のいず

れかの日である場合にあっては、同年６月１３日）から６０日を経過する日（当該日が休

日に当たる場合はその前日）までに補助金交付申請兼実績報告書（様式第２号）を市長に

提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において、市長が別に補助金交付申請書等の提出期限を定める場合は、そ

の期限によることとする。 

 

（交付決定及び通知） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、速やか

に当該申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、別表１又は２の定める

ところにより補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請

者に通知するものとする。この場合において、市長は、適正な交付を行うために必要があ

ると認めるときは、補助金の交付の申請にかかる事項につき修正を加えて当該交付決定

を行うものとする。 

２ 市長は、前条第２項の規定による補助金交付申請兼実績報告書の提出があったときは、



速やかに当該申請書を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、別表１又は２の

定めるところにより交付決定及び額の確定を併せて行い、補助金交付決定及び額の確定

通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、

適正な交付を行うために必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項に

つき修正を加えて当該交付決定及び額の確定を行うものとする。 

３ 前２項の補助金の交付決定は、交付申請書を受理した順に、予算の範囲内で行うものと

する。ただし、補助金申請額の総額が予算の範囲を超えた日に複数の交付申請書を受理し

た場合、別途定める方法により抽選を行い、交付対象とする申請者を決定し、交付決定を

行うものとする。 

４ 市長は、交付決定について、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるとき

は、条件を付すことができるものとする。 

 

（交付申請の取下げ） 

第６条 交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は、交付決定の内容、又はそ

の条件に不服があることにより、当該補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交

付決定の通知を受けた日から起算して２０日を経過する日（当該日が休日に当たる場合

はその前日）までに、補助金交付申請取下届出書（様式第５号）を市長に提出しなければ

ならない。 

 

（補助対象事業の計画変更の承認申請） 

第７条 交付決定者（第５条第２項の規定により、交付決定を受けた者を除く。以下、次条

から第１１条までにおいて同じ。）は、補助対象事業の内容、又は補助対象経費の配分に

ついて変更しようとするときは、あらかじめ補助対象事業計画変更承認申請書（様式第６

号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

（補助対象事業の中止又は廃止の承認申請） 

第８条 交付決定者は、補助対象事業を事情の変更により中止又は廃止しようとするとき

は、あらかじめ補助対象事業中止（廃止）承認申請書（様式第７号）を市長に提出し、そ

の承認を受けなければならない。 

 

（事故報告） 

第９条 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき又は補助対象事業

の遂行が困難となったときは、速やかに補助対象事業事故報告書（様式第８号）を市長に

提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第１０条 交付決定者は、補助対象事業完了の日から遅滞なく、また、令和５年３月末日（当

該日が休日に当たる場合はその前日）の午後５時までに、補助対象事業実績報告書（様式

第９号）を市長に提出しなければならない。 

 



（補助金の額の確定通知） 

第１１条 市長は、前条の規定による補助対象事業実績報告書の提出があったときは、速や

かに当該報告を審査し、補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合すると認めたときは、別表１又は２に定めるところにより交付すべき補助

金の額を確定し、補助金の額の確定通知書（様式第１０号）により補助金の額の確定につ

いて交付決定者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び支払い） 

第１２条 前条の通知又は第５条第２項の通知を受けた交付決定者は、補助金の支払いを

受けようとするときは、補助金支払請求書（様式第１１号）を速やかに市長に提出しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項の規定による補助金支払請求書の提出があったときは、その内容が適正で

あることを確認したうえ、補助対象事業者に補助金を支払うものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

第１３条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。 

⑶ 補助対象事業を中止し、又は廃止したとき。 

⑷ 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

⑸ この要綱の目的に反して補助対象車を使用したとき。 

⑹ 第１５条の規定による報告等について、正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避したと

き。 

⑺ 法令又は条例、若しくはこの要綱に違反したとき。 

⑻ 尼崎市暴力団排除条例に規定する第２条第２号から第４号までに該当するとき。 

⑼ 暴力団等の利益になるとき。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消した場合において、補助対象事

業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてそ

の返還を命ずるものとする。 

 

（事業に係る報告等） 

第１５条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助対象事業について

随時報告を求め、又は指導及び調査することができるものとする。 

 

（事業完了後の監査） 

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、交付決定者に対し、補助対象事業の適否及

びその成果に関し、監査できるものとする。 



 

（財産処分の制限） 

第１７条 交付決定者は、補助対象経費により取得した財産（以下「取得財産」という。）

を善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的運用を図らなければならない。 

２ 交付決定者は、別表１又は２に掲げる財産処分制限期間を経過するまでは、市長の承認

を受けないで、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付

け又は担保（以下「処分」という。）に供してはならない。 

３ 交付決定者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ財産処分承認申請書（様

式第１２号）を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

４ 市長は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第２項の処分

時から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させると

ともに、さらに、当該処分により利益（当該処分により得た収入から補助対象経費及び必

要経費を差し引いた上で生じる残額）が生じたときは、交付した補助金額の範囲内でその

利益の全部又は一部を市に納付させることとする。 

 

（帳簿の保存義務） 

第１８条 交付決定者は、補助対象事業に関する収支を明らかにした帳簿を備え、補助対象

事業完了の日から５年間保存しなければならない。 

 

（細目） 

第１９条 この要綱に定めるもののほか、要綱の実施について必要な事項は、市長が定める。 

 

  



 

附 則 

（実施期日） 

１ この要綱は、令和４年６月１３日から実施する。 

 

（要綱廃止） 

２ 令和３年度尼崎市グリーンビークル普及促進対策費補助金交付要綱（令和３年１１月

１日、以下「旧要綱」という。）は、廃止する。ただし、令和３年度以前に旧要綱の規定に

基づき補助金の交付申請が行われた事業については、なお従前の例による。 

  



別表１ 

補助事業名 運送事業者へのグリーンビークル普及促進補助事業 

補助事業 

の目的 

事業者等に対して、グリーンビークルの導入事業に要する経費の一部を国と協調して補助する

ことにより、グリーンビークルの普及を促進し、もって自動車排出ガスによる大気環境汚染の

改善及び地球温暖化の防止に資する事を目的とする。 

補助対象事業 
天然ガストラック及び優良ハイブリッドトラ

ックの導入 

天然ガスバス及び優良ハイブリッドバスの導

入 

補助対象 

事業者 

次のいずれにも該当する者であること。 

１ 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者、第二種貨物利用運送事業者、

リース事業者（ただし、賃料総額に補助金相当額分の値下がりが反映されることを要件とす

る。）又はその他これらに準ずるものとして市長が認定した者 

２ 尼崎市内に事務所又は事業所を有する者 

３ 当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者 

補助対象経費 

導入自動車の車両本体価格（天然ガス自動車への改造に要する経費を含む。ただし、あらかじ

め所有する使用過程自動車を天然ガス自動車に改造しグリーンビークルを導入する場合、当該

車両の車両本体価格は補助対象外とする。） 

補助率 １／６ １／３ 

補助金の額 

国が定める補助対象経費と通常車両価格の差額（天然ガス自動車への改造費相当額）に補助率

を乗じて得た金額以内とする。 

なお、トラックについては、１台につき５００千円を上限額とする。 

補助金の 

額の確定 

次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。 

１ 補助対象事業の実施に要した補助対象経費の実績額に基づく補助金の額 

２ 補助金交付決定額（交付決定額を変更した場合にあっては、当該変更後の額） 

財産処分制限 
自動車環境総合改善対策費補助金に関する運用方針（令和４年３月３１日付け国自技環第１９

５号、国自旅第５６０号、国自貨第１２８号、以下「運用方針」という。）に定める期間 

備考 

１ 補助対象事業については、自動車環境総合改善対策費補助金交付要綱（令和４年３月３１日付

け国自技環第１９４号、国自旅第５５９号、国自貨第１２７号、以下「国要綱」という。）に基

づき、補助金の交付を受ける車両であること。 

２ 補助対象経費に係る消費税は、補助対象としない。 

３ 「国が定める補助対象経費と通常車両価格の差額（天然ガス自動車への改造費相当額）」につい

ては、運用方針に定める金額とする。 

４ 補助金交付決定額及び補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。 

  



別表２ 

補助事業名 グリーンビークル導入補助事業 

補助事業 

の目的 

事業者等に対して、グリーンビークルの導入事業に要する経費の一部を補助することにより、

グリーンビークルの普及を促進し、もって自動車排出ガスによる地球温暖化の防止及び大気環

境汚染の改善に資する事を目的とする。 

補助対象事業 

次に掲げるいずれの項目にも該当すること。 

１ 電気自動車及び燃料電池自動車の新車導入にかかる事業 

（自動車検査証に記載される用途が乗用又は貨物であるものに限る。） 

２ 主として営業等、事業活動において活用するグリーンビークルを導入する事業 

補助対象 

事業者 

次のいずれにも該当する者であること。 

１ 以下の⑴～⑼に掲げるいずれの項目にも該当しない個人若しくは法人の事業者、又はそれ

らを自動車貸渡しの対象としたリース事業者（ただし、賃料総額に補助金相当額分の値下がり

が反映されることを 要件とする。） 

⑴ 公法人、独立行政法人、国又は地方公共団体が５０%以上出資する法人 

⑵ 電気事業者（「日本標準産業分類」における小分類３３１に分類される 事業者であって、

電気自動車を購入する場合に限る。） 

⑶ 水素ガス事業者（「日本標準産業分類」における中分類３４に分類され、水素ガスを取り

扱っている事業者であって、燃料電池自動車を購入する場合に限る。） 

⑷ 自動車製造業者（「日本標準産業分類」における細分類３１１１及び３１１２に分類され

る事業者） 

⑸ 自動車卸売業者（「日本標準産業分類」における細分類５４２１に分類される事業者） 

⑹ 自動車小売業者（「日本標準産業分類」における細分類５９１１及び５９１２に分類され

る事業者） 

⑺ 総合リース事業者（「日本標準産業分類」における細分類７０１１に分類される事業者で

あって、上記⑴～⑹に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。） 

⑻ 自動車賃貸業者（「日本標準産業分類」における細分類７０４１に分類される事業者で  

あって、上記⑴～⑹に対してリースするためにグリーンビークルを購入する場合に限る。） 

⑼ その他グリーンビークル導入補助に当たり不適当と認められる事業者等 

２ 尼崎市内に事務所又は事業所を有する者 

３ 当該補助により導入する車両について、使用の本拠が尼崎市内にある者 

補助対象経費 車両本体価格 

補助金の額 
１ 電気自動車 １５万円 

２ 燃料電池自動車 ６０万円 

財産処分制限 
令和４年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金 交付規定（経済産業省）にて定める

期間  

備考 

 補助対象経費に係る消費税は、補助対象としない。 


